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拝啓 時下ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。日頃より協会事業にご協力いただき、誠に

ありがとうございます。 

  さて、中部支部では実務研修会を下記日程で開催いたします。会員・従業者のほか、一般の方でご

興味のある方も聴講できます。ぜひご参加くださいますようお願い申し上げます。           敬具 
 

記 
 

【日 時】 令和７年１１月１７日 (月) １３時３０分～１５時３０分（受付１３時００分～） 
 

【会 場】 静岡市東部勤労者福祉センター 清水テルサ 7階会議室 
（静岡市清水区島崎町 223）JR清水駅みなと口より徒歩約 5分 

 

【定 員】 現地受講 約３０名（先着順）  Zoom受講 約２００名 
 

【内 容】 研修①：「リバースモーゲージとリースバック契約の実務と注意点」 

（講義 90分、質疑応答含む）13：35～15：05 

講 師：北澤不動産コンサルティング 代表 北澤 秀樹 氏 

研修②：「静岡市居住支援協議会設立に向けて」（15分）15：10～15：25 

講 師：静岡市 都市局 建築部 住宅政策課 住まい支援係 青島 匡志 氏 
 

【受講方法】現地会場での受講、もしくは Zoom を使用したオンライン受講 
 

Zoom 受講にてお申し込みをされた方には、開催日前日までに受講の際に必要な以下についてメール

にてお知らせいたします。（Zoom ログイン用 URL・ID・パスワード、資料ダウンロード用 URL等） 
 

【申込方法】以下の協会ホームページよりお申し込みください。 

https://www.shizuoka-takken.or.jp/workshop/detail.php?N=366&C=1 

もしくは 静岡県宅建協会  検索 → 中部支部 → 研修会・講習会の日程 → 第 2回宅建セミナー 
 

ホームページ内の当該研修ページ最下部の申込フォーム「この研修会・講習会に申し込む」から

お手続きくださいますようお願い申し上げます。 
 

【申込締め切り】１１月１０日 (月) 

 

【問い合わせ先】(公社) 静岡県宅地建物取引業協会 中部支部（平日 9時～17時） 

         TEL：054-246-7409 メール：chubu-kensyu@shizuoka-takken.or.jp 

 
※ 会場近隣に駐車場(有料)はございますが、大変混み合う場合がありますのでご留意ください。 

※ 会員以外の不動産業者の方は、受講料 3,500円です。（会員・従業者、一般 無料）                                                             
 

◇この研修は、宅建業法６４条の６に基づいて実施される研修であり、宅地建物取引に従事する者等

に対し宅地建物取引業に関する知識及び能力の向上のため実施します。 

(公社) 静岡県宅地建物取引業協会中部支部・(公社)全国宅地建物取引業保証協会静岡本部 共催 

以上 
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